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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のピラーに遮られて死角となる領域の像を視認させる死角補助装置であって、
　入射した光のうちの一部を反射させて他の一部を透過させる第１ミラーと、前記第１ミ
ラーと対向し、前記第１ミラーからの光を前記第１のミラーに向けて反射させる第２ミラ
ーと、を有する反射部と、
　前記反射部を前記ピラーが延びる方向に沿ってスライド可能とするスライド部と、
　前記反射部のスライドに伴って伸縮可能なカバー部材と、を備え、
　前記ピラーは、ピラー本体と、前記ピラー本体を覆うピラーカバーと、を有し、
　前記ピラーカバーには、前記反射部がスライド可能な範囲に渡って開口部が設けられ、
　前記カバー部材は、前記開口部を塞ぐと共に、前記反射部をスライドさせても前記ピラ
ー本体を前記開口部から露出させない、
　ことを特徴とする死角補助装置。
【請求項２】
　前記カバー部材は、前記ピラーが延びる方向に対して垂直に重なり合う複数の分割カバ
ーを有し、前記反射部のスライドに伴って前記複数の分割カバーの少なくとも一部がスラ
イドすることで伸縮可能であることを特徴とする請求項１に記載の死角補助装置。
【請求項３】
　前記カバー部材は、前記ピラーが延びる方向に折り畳まれることで伸縮可能であること
を特徴とする請求項１に記載の死角補助装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、死角補助装置に関し、詳しくは、車両のピラーによって遮られて死角となる
領域の像を視認させる装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の死角補助装置として、例えば特許文献１に開示されたものがある。特許文献１に
記載の死角補助装置は、車両前方を映す第１ミラーと、第１ミラーに入射した光を運転者
側に反射させる第２ミラーと、を備え、運転者に対するフロントピラーの死角を第１，第
２ミラーを通して映し出すものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２３１９９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように一対のミラーから構成される反射部によって死角の像を視認させる装置で
は、反射部が、運転者の目線の高さを含んだ領域に配置される必要がある。しかし、ある
運転者の目線に合わせた高さで反射部を固定してしまうと、固定された反射部の高さが他
の運転者の目線に合わず、適切に死角の像を視認させることができない場合がある。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、車両のピラーによって遮られて死角
となる領域の像を視認させる反射部の高さを容易に調節できる死角補助装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る死角補助装置は、
　車両のピラーに遮られて死角となる領域の像を視認させる死角補助装置であって、
　入射した光のうちの一部を反射させて他の一部を透過させる第１ミラーと、前記第１ミ
ラーと対向し、前記第１ミラーからの光を前記第１のミラーに向けて反射させる第２ミラ
ーと、を有する反射部と、
　前記反射部を、前記ピラーが延びる方向に沿ってスライド可能とするスライド部と、
　前記反射部のスライドに伴って伸縮可能なカバー部材と、を備え、
　前記ピラーは、ピラー本体と、前記ピラー本体を覆うピラーカバーと、を有し、
　前記ピラーカバーには、前記反射部がスライド可能な範囲に渡って開口部が設けられ、
　前記カバー部材は、前記開口部を塞ぐと共に、前記反射部をスライドさせても前記ピラ
ー本体を前記開口部から露出させない、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、車両のピラーによって遮られて死角となる領域の像を視認させる反射
部の高さを容易に調節できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る死角補助装置が配置される車両の運転席付近の概観
を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る死角補助装置の機能を説明するための概略平面図で
ある。
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【図３】本発明の第１実施形態に係る死角補助装置の機能を説明するための概略平面図で
ある。
【図４】本発明の第１実施形態に係る死角補助装置の斜視図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る死角補助装置の要部平面図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る死角補助装置の要部断面図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係るロック部を示す図であり、（ａ）は係止部の斜視図
、（ｂ）は係合部の平面図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る死角補助装置の要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の一実施形態に係る死角補助装置を、図面を参照して説明する。
【００１０】
（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態に係る死角補助装置１００は、図１に示すように、車両１内に設
置される。車両１において、ユーザ２（主に、ステアリング３が配置された運転席に着座
する運転者）は、フロントガラス４とサイドガラス５Ｒ，５Ｌ越しに、車両１外部の風景
を視認する。一方で、ユーザ２は、ピラー（フロントピラー）６Ｒ,６Ｌによって遮られ
て死角となる領域（死角領域Ｄ。図２参照）の像を視認できない。本実施形態に係る死角
補助装置１００は、このように死角領域Ｄの像を視認可能とするものであり、フロントピ
ラーのうち、右側のピラー６Ｒに設置される。
【００１１】
　なお、フロントガラス４の端部には、例えば黒色のセラミックからなる遮光部４Ｒ，４
Ｌが印刷等により形成されている。右側のピラー６Ｒに近接した遮光部４Ｒによっても若
干の死角が生じるが、死角補助装置１００によれば、このように生じる死角の像も視認可
能となる。ただし、以下では、説明の理解を容易にするため、遮光部４Ｒによって生じる
死角は、ピラー６Ｒによって生じる死角に含まれるものとし、主にピラー６Ｒによって生
じる死角について説明する。
【００１２】
　また、死角補助装置１００が設置されるピラー６Ｒは、概ね板状（略角柱状、略直方体
状）である。そこで、各部材の機能の理解を容易にするため、ピラー６Ｒが延びる方向に
沿う軸をＹ軸とし、ピラー６Ｒの車両１内に向く面（概ねユーザ２に向く面）の法線方向
に沿う軸をＺ軸とし、Ｚ軸及びＹ軸に直交する軸をＸ軸としたＸＹＺ平面を適宜用いて、
以下では説明を行う（図１、図２等参照）。
【００１３】
　また、ＸＹＺの各軸を示す矢印が向く方向を、各軸の＋（プラス）方向とする。このよ
うにした場合、図１、図２からわかるように、＋Ｙ方向は車両１の底側から概ね天上に向
かう方向を示し、＋Ｚ方向はピラー６Ｒから概ねユーザ２に向かう方向を示し、＋Ｘ方向
はピラー６Ｒから概ね車両１の後方に向かう方向を示すことになる。なお、このＸＹＺ平
面は厳密なものではなく、あくまで、各部材の位置関係等の構成の理解を容易にするため
に導入したものである。
【００１４】
　死角補助装置１００は、図２～図７に示すように、反射部３０と、スライド部４０と、
ロック部５０と、を備える。
【００１５】
（反射部３０）
　反射部３０は、ピラー６Ｒに起因する死角領域Ｄ（図２参照）にある物体Ｍの像を、反
射によってユーザ２に視認させるものである。反射部３０は、一対のミラー１０と、これ
らのミラー１０を保持する筐体２０と、を有する。
【００１６】
　一対のミラー１０は、互いに対向し、平行に配置される第１ミラー１１及び第２ミラー
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１２から構成される。図２に示すように、概ね－Ｘ方向における第１ミラー１１の端は、
第２ミラー１２の端よりも迫り出しており、物体Ｍを表す光は、まず第１ミラー１１に入
射し、その後、反射を繰り返して、一対のミラー１０間を概ね＋Ｘ方向に進む。
【００１７】
　第１ミラー１１は、入射した光の一部を反射させて他の一部を透過させる半透過平面ミ
ラーである。第１ミラー１１は、第２ミラー１２よりもユーザ２側に配置されている。第
１ミラー１１は、例えば、ポリエチレンテレフタラート、ポリカーボネート、ポリエチレ
ン、アクリル等の樹脂からなる透光性基材の表面に、アルミ等の金属を蒸着させて反射率
調整層を形成したものである。反射率調整層は、入射した光に対する反射率と透過率とが
所望の値を有するように、厚さや材料が調整されて形成されている。本実施形態では、第
１ミラー１１における透過光と反射光の光量比は、透過光：反射光＝１：４（反射率８０
％）に設定されている。なお、第１ミラー１１は、透光性基材の表面に、誘電体多層膜を
コーティングして形成されてもよい。
【００１８】
　第２ミラー１２は、例えば、上述と同様の透光性基材の表面に、アルミ等の金属を蒸着
させて反射層を形成してなる平面アルミ蒸着ミラーである。第２ミラー１２は、その平面
（反射層が形成された面）が第１ミラー１１の平面（反射率調整層が形成された面）と平
行になるように配置されている。第２ミラー１２は、入射した光を第１ミラー１１に向け
て反射させる。
【００１９】
　なお、第１ミラー１１と第２ミラー１２とは、互いに対向していれば、完全な平行配置
でなくともよい。また、両者の少なくともいずれかは、曲面ミラーであってもよい。また
、第１ミラー１１と第２ミラー１２との間に透光性部材を挟めることで、一対のミラー１
０を中実構造で構成してもよい。
　また、一対の対向平面を設けた透光性部材の一方の面に反射率調整層（半透過反射層）
を形成し、他方の面に反射層を形成することで、一対のミラー１０を構成することもでき
る。つまり、第１ミラー１１と第２ミラー１２とは別部材でなくともよい。
【００２０】
　筐体２０は、所定の樹脂からなり、第１ミラー１１と第２ミラー１２とを、上述の機能
を実現可能な状態で保持するものである。具体的には、筐体２０は、略箱形状をなし、死
角領域Ｄに向かって開口する第１開口部２１と、概ねＸ方向において第１開口部２１と対
向する第２開口部２２と、ユーザ２側に向かって（概ね＋Ｚ方向に向かって）開口する第
３開口部２３とを有して形成されている。第１ミラー１１は、第３開口部２３を塞ぐよう
にして筐体２０に取り付けられている。また、第１開口部２１と第２開口部２２とを繋ぐ
筐体２０の内部に、第１ミラー１１と概ねＺ方向において対向する第２ミラー１２が配設
されている。また、第２開口部２２には、ホコリ等が筐体２０の内部へ侵入することを防
止する部材（図示せず。例えば、透光性板材）が設けられている。死角領域Ｄに存在する
物体Ｍを表す光は、筐体２０の第１開口部２１を通過して、一対のミラー１０間へと入射
し、その間で反射を繰り返すことになる。
【００２１】
　ここで、反射部３０の作用について、図２、図３を参照して説明する。なお、図２はユ
ーザ２が車両１の運転席に着座した状態を示している。
【００２２】
　図２に示すように、ユーザ２の前方視界には、ピラー６Ｒ（及び、遮光部４Ｒ（ここで
は図示せず））によって遮られる死角領域Ｄが生じる。したがって、ユーザ２は死角領域
Ｄに存在する物体Ｍを直接視認することができない。だが、本実施形態では、以下に説明
するように、反射部３０によって物体Ｍをユーザ２に間接的に視認させることが可能とな
っている。
【００２３】
　図２に示すように、物体Ｍを表す光Ｌは、一対のミラー１０に入射し、その間で反射を
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繰り返しつつ、そのうちの一部の光は、第１ミラー１１を透過して（一対のミラー１０か
ら出射され）、ユーザ２の目に達する。これにより、ユーザ２は、直接視認できる風景（
フロントガラス４やサイドガラス５Ｒ越しに見える風景）と連続して、第２ミラー１２に
映る物体Ｍの像を、第１ミラー１１越しに視認することができる。
【００２４】
　なお、死角領域Ｄのうち、ピラー６Ｒの背面側の僅かな領域（図２でハッチングで示す
部分）は、この領域からの光が一対のミラー１０間に入射できないため、死角として残っ
てしまうが、それ以外の死角領域Ｄに位置する物体は、一対のミラー１０によって視認可
能となる。
【００２５】
　ここで、図３を参照して、より具体的に反射部３０の作用を説明する。
　前述のように、第１ミラー１１における透過光と反射光の光量比は、透過光：反射光＝
１：４に設定されている。したがって、図３に示すように、光Ｌが最初に第１ミラー１１
に入射した場合、一対のミラー１０からの最初の出射光である光（最初に第１ミラー１１
を透過した光）Ｌ１は、その光量が、最初に第１ミラー１１に入射した光Ｌの１／５とな
る。光Ｌ１は、光Ｌと光量が異なるだけであるので、光Ｌと同様に物体Ｍの像を表す。ま
た、最初に第１ミラー１１に入射した光Ｌは、第１ミラー１１、第２ミラー１２の順に反
射され、再度（２回目）、第１ミラー１１に入射する。光Ｌが２回目に第１ミラー１１に
入射した場合、最初の場合と同様に、一対のミラー１０から物体Ｍの像を示す光Ｌ２が出
射する。さらに、２回目に第１ミラーに入射した光Ｌは、第１ミラー１１、第２ミラー１
２の順に反射され、再度（３回目）、第１ミラー１１に入射する。光Ｌが３回目に第１ミ
ラー１１に入射した場合、２回目までの場合と同様に、一対のミラー１０から物体Ｍの像
を示す光Ｌ３が出射する。
　このように、光Ｌは一対のミラー１０の間で反射を繰り返すので、光Ｌが第１ミラー１
１にｎ回数入射した場合、物体Ｍの像を示す光Ｌ１～Ｌｎが、一対のミラー１１から出射
する。すなわち、一対のミラー１０からは、ユーザ２の目の左右方向に沿って、ｎ個の物
体Ｍを示す像が出射することになる。したがって、ユーザ２は、左右方向の広い範囲で物
体Ｍの像を視認することができる。
【００２６】
　なお、第１ミラー１１における透過光と反射光の光量比は、反射回数の増加に伴う光Ｌ
の輝度の低下と、光Ｌの入射初期の輝度とを考慮して適宜定めればよく、透過光と反射光
との光量比は１：４に限られない。
【００２７】
　このような作用により、死角領域Ｄの像を反射部３０で適切に視認させるためには、反
射部３０をユーザ２の視点に応じた高さに配置する必要がある。本実施形態では、この高
さの調節が、次に説明するスライド部４０とロック部５０とによって、容易に可能となっ
ている。
【００２８】
（スライド部４０）
　スライド部４０は、筐体２０の背面側に取り付けられたスライドプレート４１と、ピラ
ー６Ｒ側に取り付けられたガイドレール４２と、を有する。スライドプレート４１及びガ
イドレール４２の各々は、例えば金属材料から形成されている。
【００２９】
　具体的には、スライドプレート４１は、図５に示すように、筐体２０の背面側に突出し
た連結部材２４に取り付けられている。連結部材２４は、筐体２０と一体でも別体でもよ
い。このようにして、スライドプレート４１は、反射部３０に固定されている。
【００３０】
　ガイドレール４２は、ピラー６Ｒを構成するピラー本体６ａ（図６参照）に対して不動
となっている。具体的には、ガイドレール４２は、ピラー本体６ａに固定された後述の係
合部５３に取り付けられていることで、ピラー本体６ａに対して不動となっている。
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【００３１】
　ピラー６Ｒは、図６に示すように、車両１のフレームの一部であり、鋼等から形成され
たピラー本体６ａと、樹脂等から形成され、ピラー本体６ａの車室側を覆うピラーカバー
（ピラーガーニッシュ）６ｂと、を有している。ガイドレール４２は、ピラー６Ｒが延び
る方向（Ｙ方向）に沿って延びるガイド溝４２ａを有し、このガイド溝４２ａにスライド
プレート４１が嵌め合わされるようにして設けられている。
【００３２】
　スライドプレート４１がガイド溝４２ａ内を摺動可能となっていることで、反射部３０
は、ガイドレール４２に沿ってスライド可能となっている。
【００３３】
　図４（ａ）は死角補助装置１００の斜視図を示し、図４（ｂ）はカバー部材２５を除い
た状態の死角補助装置１００を示す。図４（ｂ）に示すように、ピラーカバー６ｂには、
反射部３０のスライドを妨げないように開口部６ｃが形成されている。開口部６ｃは、反
射部３０がスライド可能な範囲に渡って形成されるが、何の対策も施さなければ、ピラー
本体６ａがユーザ２に見えてしまい、見栄えが良くない。また、死角補助装置１００に単
に開口部６ｃを覆うカバー部材を設けた場合は反射部３０とともにカバー部材がスライド
するスペースを確保する必要があるが、ピラーカバー６ｂの上方には車両のルーフがあり
、下方にはインパネがあるためカバー部材のスライドのために十分なスペースを確保でき
ない場合がある。そこで、本実施形態に係る死角補助装置１００には、反射部３０のスラ
イドに伴って伸縮可能であると共に、ピラーカバー６ｂを覆って開口部６ｃを塞ぐカバー
部材２５が設けられている。
【００３４】
　カバー部材２５は、例えば、所定の樹脂からなり、ピラー６Ｒが延びる方向（Ｙ方向）
に対して垂直（Ｚ方向）に重なり合う複数の分割カバー２５ａ（本実施形態では反射部３
０の上側下側にそれぞれ３つずつ）を有し、分割カバー２５ａのうち最も反射部３０側に
位置するものが反射部３０の筐体２０にビス等により固定され、最もピラーカバー６ｂ側
に位置するものがピラーカバー６ｂにビス等により固定されている。カバー部材２５は、
反射部３０のスライドに伴って複数の分割カバー２５ａの少なくとも一部がスライドして
複数の分割カバー２５ａが重なるＹ方向の幅が変化することで伸縮可能となっている。す
なわち、反射部３０を上方向（＋Ｙ方向）にスライドさせると、反射部３０の上側の分割
カバー２５ａの重なるＹ方向の幅が長くなることで上側のカバー部材２５がＹ方向に短縮
し、下側の分割カバー２５ａの重なるＹ方向の幅が短くなることで下側のカバー部材２５
がＹ方向に伸長する。一方、反射部３０を下方向（－Ｙ方向）にスライドさせると、反射
部３０の上側の分割カバー２５ａの重なるＹ方向の幅が短くなることで上側のカバー部材
２５がＹ方向に伸長し、下側の分割カバー２５ａの重なるＹ方向の幅が長くなることで下
側のカバー部材２５がＹ方向に短縮する。なお、カバー部材２５は、ピラーカバー６ｂの
開口部６ｃよりも大きく形成されており、特に、一部（最もピラーカバー６ｂ側の分割カ
バー２５ａ）がピラーカバー６ｂと重なり合うように開口部６ｃのＹ方向の幅よりも十分
に長く形成されている。これにより、反射部３０を高さ調整のためにスライドさせても、
ピラー本体６ａが露出して車両１内の見栄えが悪くなることを防止できる。また、さらに
カバー部材２５のスライドのためのスペースを必要とすることなく開口部６ｃを塞ぐこと
ができる。また、分割カバー２５ａの各々の他の分割カバー２５ａと重なる端部には、分
割カバー２５ａが重なり合う方向（Ｚ方向）に突出する係止部２５ｂが設けられている。
これにより、分割カバー２５ａがスライドして互いに重なり合う部材同士の重なるＹ方向
の幅がある程度短くなった場合に互いの係止部２５ｂが係止し、常に一部が重なった状態
が維持されるため、分割カバー２５ａの隙間からピラー本体６ａが露出して車両１内の見
栄えが悪くなることを防止できる。また、カバー部材２５の複数の分割カバー２５ａは、
ピラーカバー６ｂと同様の材質で表面仕上げが施され、同様の色で形成されている。これ
により、より車両１内の見栄えの悪化を防止することができる。なお、反射部３０の筐体
２０もこれらと同様の色調で形成することが、見栄えの観点から好ましい。
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【００３５】
（ロック部５０）
　ロック部５０は、反射部３０をピラー６Ｒ（ピラー本体６ａ）に対して係止する係止部
５１と、弾性部材５２と、係止部５１と係り合う係合部５３と、を有する。
【００３６】
　係止部５１は、樹脂などから形成され、図５及び図７（ａ）に示すように、ユーザ２に
よって押圧操作される部分である操作部５１ａと、＋Ｘ方向に突出する櫛歯部５１ｂと、
櫛歯部５１ｂの背面から－Ｘ方向に向かって突出する軸部５１ｃと、を有する。
【００３７】
　操作部５１ａは、図示しないが、ピラーカバー６ｂの開口部６ｃから外部に露出し（＋
Ｘ方向に向かって突出し）、ユーザ２の指等により押圧操作可能となっている。
【００３８】
　操作部５１ａを操作していない状態では、後に述べる弾性部材５２の復元力により、係
止部５１は係合部５３と係り合ったままとなる。この状態は、反射部３０をピラー６Ｒに
沿ってスライドできない（反射部３０の高さ調整ができない）ロック状態となる。
　一方、ユーザ２が操作部５１ａを－Ｘ方向に押圧している状態では、弾性部材５２の復
元力に抗う方向に係止部５１が移動する。これにより、係止部５１による係止が解除され
た解除状態となる。解除状態の際に、反射部３０をピラー６Ｒに沿ってスライドさせるこ
とが可能となる。詳しくは後述する。
【００３９】
　軸部５１ｃの先端は、図５に示すように、反射部３０の筐体２０の背面側に形成された
軸受部２６に支持されている。この軸受部２６は、軸部５１ｃを概ねＸ方向に摺動可能に
支持している。
【００４０】
　弾性部材５２は、例えば金属からなるコイルばねであり、軸部５１ｃに設けられている
（図５等に示すように、コイルばねからなる弾性部材５２に軸部５１ｃが挿入される格好
となっている）。また、弾性部材５２は、筐体２０に設けられた軸受部２６と、櫛歯部５
１ｂの背面との間に位置する。これにより、弾性部材５２は、その復元力により、係止部
５１を＋Ｘ方向に向けて付勢している。
【００４１】
　係合部５３は、樹脂などから形成され、図７に示すように、ピラー６Ｒに沿った（Ｙ方
向に沿った）板状の部材である。係合部５３は、図６に示すように、ピラー本体６ａの＋
Ｚ方向に向く面に固定されている。係合部５３は、－Ｘ方向に突出すると共に、Ｙ方向に
沿って配列された櫛歯部５３ａを有して形成されている。この櫛歯部５３ａは、弾性部材
５２によって－Ｘ方向に付勢された係止部５１の櫛歯部５１ｂと噛み合うようになってい
る。
【００４２】
　ここからは、以上の構成からなる死角補助装置１００において、反射部３０の高さをど
のように調整するかを説明する。
【００４３】
　ロック部５０がロック状態では、弾性部材５２の－Ｘ方向の付勢力により、係止部５１
の櫛歯部５１ｂが、ピラー６Ｒに対して不動である係合部５３の櫛歯部５３ａと噛み合う
ことで、係止部５１は係合部５３と係り合い、反射部３０は、ある高さに位置している。
【００４４】
　ユーザ２が指等により、操作部５１ａをピラー６Ｒに向けて（弾性部材５２の復元力に
抗って）押圧すると、係止部５１が－Ｘ方向に移動し、係止部５１の櫛歯部５１ｂが係合
部５３の櫛歯部５３ａから離れる。これにより、係止部５１による係止が解除された解除
状態となる。
【００４５】
　ユーザ２は、操作部５１ａをこのように押圧したまま（解除状態を保ったまま）、反射
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部３０をＹ方向に沿ってスライドさせて、所望の高さに位置させる。前述したように、ス
ライドプレート４１がガイド溝４２ａ内を摺動可能となっていることで、反射部３０は、
ガイドレール４２に沿ってスライド可能となっている。
【００４６】
　反射部３０を所望の高さに位置させた後、ユーザ２は、操作部５１ａから指等を離して
、押圧操作を止めると、弾性部材５２の復元力により、係止部５１が＋Ｘ方向に移動して
押圧操作前の位置（略Ｘ方向における位置）に復帰する。これにより、ロック部５０は、
係止部５１と係合部５３とが係り合うロック状態になり、反射部３０はピラー６Ｒ（ピラ
ー本体６ａ）に対して係止される。
【００４７】
　以上の操作により、反射部３０は所望の高さに調節され、その高さで固定される。
【００４８】
　以上に説明した死角補助装置１００は、車両１のピラー６Ｒに遮られる死角領域Ｄの像
（物体Ｍの像）を視認させる。死角補助装置１００は、入射した光のうちの一部を反射さ
せて他の一部を透過させる第１ミラー１１と、第１ミラー１１と対向し、第１ミラー１１
からの光を第１のミラー１１に向けて反射させる第２ミラー１２と、を有する反射部３０
と、反射部３０をピラー６Ｒが延びる方向に沿ってスライド可能とするスライド部４０と
、反射部３０のスライドに伴って伸縮可能なカバー部材２５と、を備える。ピラー６Ｒは
、ピラー本体６ａと、ピラー本体６ａを覆うピラーカバー６ｂと、を有し、ピラーカバー
６ｂには、反射部３０がスライド可能な範囲に渡って開口部６ｃが設けられている。カバ
ー部材２５は、開口部６ｃを塞ぐと共に、反射部３０をスライドさせてもピラー本体６ａ
を開口部６ｃから露出させない。
　これにより、死角補助装置１００によれば、反射部３０をスライドさせるだけで、反射
部３０の高さが調節できるため、調節が容易である。
　また、カバー部材２５によって、反射部３０を高さ調整のためにスライドさせても、ピ
ラー本体６ａが露出して車両１内の見栄えが悪くなることを防止できる。また、さらにカ
バー部材２５が伸縮することによって、カバー部材２５のスライドのためのスペースが不
要となり、反射部３０の高さ調整範囲を広く確保することができ、体格の異なる多くの運
転者に対して目線に合わせた高さでの配置が可能となる。
【００４９】
　また、カバー部材２５は、ピラー６Ｒが伸びる方向に対して垂直に重なり合う複数の分
割カバー２５ａを有し、反射部３０のスライドに伴って複数の分割カバー２５ａの少なく
とも一部がスライドすることで伸縮可能である。
　これによれば、簡単な構成でカバー部材２５を伸縮可能とすることができる。
【００５０】
　なお、以上の説明では、カバー部材２５がピラーカバー６ｂを覆って開口部６ｃを塞ぐ
例を示したが、これに限られない。カバー部材２５は、ピラーカバー６ｂとピラー本体６
ａとの間に位置して開口部６ｃを塞ぐように設けられてもよい。
【００５１】
　以上の説明では、複数の分割カバー２５ａを平板状に示したが、分割カバー２５ａの各
々をピラーカバー６ｂの表面形状に合わせた曲面を有するように形成してもよい。
【００５２】
　以上の説明では、種々の具体例を示したが、操作部５１ａの突出方向や形状、弾性部材
５２の形状や復元力の方向、スライド部４０の形状などは適宜変更可能である。例えば、
弾性部材５２は、金属ばねに限られず、樹脂ばねであってもよい。また、弾性部材５２は
、トーションばね、板ばね等であってもよい。
【００５３】
　以上の説明では、操作部５１ａを押圧操作し続けている際に、ロック部５０が解除状態
に保たれる例を示したが、これに限られない。ユーザ２が操作部５１ａを一度押すと、解
除状態を保つ機構をさらに設け、反射部３０をスライドさせて高さ調節を行った後に、再
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度、操作部５１ａを押すと、ロック状態になるように死角補助装置１００を構成してもよ
い。
【００５４】
　以上の説明では、弾性部材５２が、反射部３０側に設けられた係止部５１を、ピラー６
Ｒ側に設けられた係合部５３に押し付ける例を示したが、これに限られない。死角補助装
置１００を、弾性部材５２が係合部５３を係止部５１に押し付けるように構成することも
可能である。
【００５５】
　以上の説明では、係止部５１と係合部５３とが略Ｘ方向に係り合う例を示したが、これ
に限られない。死角補助装置１００に、ピラー６Ｒの車両１内に向く面の法線方向（略Ｚ
方向）において互いに対向し、互いに係り合う係止部と係合部とを設けてもよい。この場
合、例えば、反射部３０（筐体２０）自体をユーザ２によって押圧操作（＋Ｚ方向に反射
部３０を持ち上げる操作）される操作部として用いてもよい。
【００５６】
　次に、カバー部材の構成が第１実施形態と異なる第２実施形態に係る死角補助装置２０
０について説明する。以下では、第１実施形態と異なる点について主に説明し、第１実施
形態と同一あるいは相当個所には同一符号を付してその詳細な説明を省略する。
【００５７】
（第２実施形態）
　第２実施形態に係る死角補助装置２００の要部断面図を図８に示す。死角補助装置２０
０には、反射部３０のスライドに伴って伸縮可能であると共に、ピラーカバー６ｂを覆っ
て開口部６ｃを塞ぐカバー部材１２５が設けられている。
【００５８】
　カバー部材１２５は、反射部３０の上側下側にそれぞれ設けられ、ピラー６Ｒが延びる
方向（Ｙ方向）の一端が反射部３０の筐体２０にビス等により固定され、他端がピラーカ
バー６ｂにビス等により固定される、柔軟性のあるシート状の柔軟性カバー１２５ａと、
所定の樹脂からなり、柔軟性カバー１２５ａの裏面に間隔を空けて張り付けられる複数の
分割部材１２５ｂ（本実施形態では上側下側にそれぞれ４つずつ）と、を有する。なお、
柔軟性カバー１２５ａは、折り曲げ可能な程度の柔軟性を有する材料からなるものであれ
ば良いが、特に、大きな角度で繰り返し折り曲げても劣化しない布のような材料からなる
ことが望ましい。カバー部材１２５は、山折りと谷折りを繰り返して蛇腹状に折り畳まれ
ており、反射部３０のスライドに伴ってカバー部材１２５の折り畳まれる角度が変化する
ことで伸縮可能となっている。すなわち、反射部３０を上方向（＋Ｙ方向）にスライドさ
せると、反射部３０に対して上側の柔軟性カバー１２５ａ及び分割部材１２５ｂがＹ方向
に対して垂直方向（略Ｚ方向）に向かって小さく折り畳まれることで上側のカバー部材１
２５がＹ方向に短縮し、下側の柔軟性カバー１２５ａ及び分割部材１２５ｂがＹ方向に向
かって開くことで下側のカバー部材１２５がＹ方向に伸長する。一方、反射部３０を下方
向（－Ｙ方向）にスライドさせると、反射部３０に対して上側の柔軟性カバー１２５ａ及
び分割部材１２５ｂがＹ方向に向かって開くことで上側のカバー部材１２５がＹ方向に伸
長し、下側の柔軟性カバー１２５ａ及び分割部材１２５ｂがＹ方向に対して垂直方向（略
Ｚ方向）に向かって小さく折り畳まれることで下側のカバー部材１２５がＹ方向に短縮す
る。なお、カバー部材１２５は、ピラーカバー６ｂの開口部６ｃよりも大きく形成されて
おり、特に、一部がピラーカバー６ｂと重なり合うように開口部６ｃのＹ方向の幅よりも
十分に長く形成されている。これにより、反射部３０を高さ調整のためにスライドさせて
も、ピラー本体６ａが露出して車両１内の見栄えが悪くなることを防止できる。また、さ
らにカバー部材１２５のスライドのためのスペースを必要とすることなく開口部６ｃを塞
ぐことができる。また、カバー部材１２５の柔軟性カバー１２５ａは、ピラーカバー６ｂ
と同様の色で形成されている。これにより、より車両１内の見栄えの悪化を防止すること
ができる。
【００５９】
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　以上のように第２実施形態に係る死角補助装置２００では、カバー部材１２５は、ピラ
ー６Ｒの延びる方向に折り畳まれることで伸縮可能である。
　このようなカバー部材１２５によっても、反射部３０を高さ調整のためにスライドさせ
ても、ピラー本体６ａが露出して車両１内の見栄えが悪くなることを防止できる。また、
さらにカバー部材１２５が伸縮することによって、カバー部材１２５のスライドのための
スペースが不要となり、反射部３０の高さ調整範囲を広く確保することができ、体格の異
なる多くの運転者に対して目線に合わせた高さでの配置が可能となる。
【００６０】
　なお、以上の説明では、カバー部材１２５は、蛇腹状に折り畳まれる例を示したが、こ
れに限られない。カバー部材１２５は、少なくとも１回以上ピラー６Ｒが延びる方向に折
り畳まれるものであれば良い。
【００６１】
　以上の説明では、カバー部材１２５は、柔軟性カバー１２５ａと複数の分割部材１２５
ｂとを有する例を示したが、これに限られない。カバー部材１２５は、柔軟性カバー１２
５ａのみからなるものであっても良く、複数の分割部材１２５ｂ（分割カバー）が柔軟性
のある接続部材で互いに接続されたものであってもよい。
【００６２】
　なお、本発明は以上の実施形態、変形例、及び図面によって限定されるものではない。
本発明の要旨を変更しない範囲で、適宜、変形（構成要素の削除も含む）が可能である。
【００６３】
　以上の説明では、死角補助装置１００，２００をフロントピラーのうち、運転手から見
て右側のピラー６Ｒに設けた例を示したが、左側のピラー６Ｌに設けても良い。
　また、車両１のピラーは、車両１の前方から後方に向かって順に、Ａピラー（フロント
ピラー）、Ｂピラー、Ｃピラー、Ｄピラー・・・・と呼称されるが、当然ながらＡピラー
以外のピラーによっても死角が生じる。したがって、死角補助装置１００，２００をＢピ
ラーやＣピラーなど、Ａピラー以外のピラーに設けることも可能である。
【００６４】
　以上の説明では、本発明の理解を容易にするために、重要でない公知の技術的事項の説
明を適宜省略した。
【符号の説明】
【００６５】
１　車両
２　ユーザ
６Ｒ，６Ｌ　ピラー
６ａ　ピラー本体
６ｂ　ピラーカバー（ピラーガーニッシュ）
６ｃ　開口部
Ｄ　死角領域
Ｍ　物体
１００，２００　死角補助装置
１０　一対のミラー
１１　第１ミラー
１２　第２ミラー
２０　筐体
２５　カバー部材
２５ａ　分割カバー
２５ｂ　係止部
２６　軸受部
３０　反射部
４０　スライド部
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４１　スライドプレート
４２　ガイドレール
４２ａ　ガイド溝
５０　ロック部
５１　係止部
５１ａ　操作部
５１ｂ　櫛歯部
５１ｃ　軸部
６０　ヒンジ部
６０ａ　ヒンジ軸
５２　弾性部材
５３　係合部
５３　櫛歯部
１２５　カバー部材
１２５ａ　柔軟性カバー
１２５ｂ　分割部材

【図１】 【図２】
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